
4.ガス小売全面自由化の
制度設計の特徴
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ガスサプライチェーンから見た制度設計
分野 主なポイント

調達・製造 ○調達
・我が国のガス供給の原料の大部分を占める海外からの輸入LNG調達は自

由市場であり、基本的には対等な競争が可能。
(事業者の規模によっては、自ら調達することが容易でないため、適正な条
件で大手事業者等から卸供給を受けられる必要がある。)

○製造
・新規参入者が自らLNG基地を建設することは容易ではないことから、

LNG基地の第三者利用が制度化。

託送供給 ・自由化後も地域独占が継続
⇒託送供給約款の認可制、中立性確保

・小売倒産時等の不測事態のセーフティネットとして、最終保障供給
が義務化。

小売 ・地域独占を廃止し、小売料金規制を撤廃。ただし、需要家保護を目
的に経過措置規制を継続。

・需要家保安制度の見直しにより、消費機器の保安責任主体へ。
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LNG基地の第三者利用制度
新規参入者が自らLNG基地を建設することは容易ではない。競争部門に係る設備ながら、保
有事業者の事業に支障が生じない範囲で第三者利用を担保。

出典：経済産業省
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LNG基地の第三者利用制度の位置づけ

法令・ガイドラインでの位置づけ

【適正なガス取引についての指針】

【ガス事業法】

出典：経済産業省

出典：経済産業省
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託送供給約款の認可制・中立性確保

・一般ガス導管事業者は、都市部を中心に面的に張り巡らされた低圧導管
を含む導管網を維持・運用しており、二重投資及び過剰投資の弊害を防止
する必要があること等から実質的な地域独占を維持する。

⇒託送供給約款の認可制

国が託送供給料金等の条件について適正性を厳格に確認する必要が
あるため、託送供給約款は経済産業大臣の認可制とする。

中立性確保

ガス小売事業に参入する誰
もが公平かつ透明性の高い条
件の下で導管網を利用できる
環境が必要である。

全面自由化で全ての需要家
が自由競争の対象となったた
め、より中立性が重要となる。

出典：経済産業省
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最終保障供給

出典：経済産業省

出典：経済産業省
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小売の地域独占と料金規制の撤廃の関係
・小売の地域独占を廃止し、小売料金規制を撤廃

⇒さまざまな事業者がガス小売市場に参入することが期待される。

・旧一般ガス事業者と、他のガス小売事業者や他燃料事業者との間に適正
な競争関係が認められない場合、「規制なき独占」に陥ることによって需要
家の利益が阻害されることがないよう、小売料金規制を存置するというの
が経過措置料金規制である。

出典：経済産業省

36 / 90 ページ



経過措置料金規制指定・解除基準

出典：経済産業省

都市ガスの場合、消費者保護の視点から指定・解除基準を綿密に議論し、
ガスシステム改革小委で市場の競合実態を的確に判断できる基準を設定。
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出典：経済産業省

事後監視の仕組み
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経過措置料金規制解除後の市場監視

• 経過措置料金規制を解除して消費者への悪影響
が万一にも生じることのないよう、消費者の立場か
ら監視する機関の権限の強化を目指すべきである。

• 自ら業務改善命令を発することができる権限を監
視等委員会に早期に与える制度改正が有益では
ないか。
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出典：経済産業省
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消費機器保安

出典：経済産業省

41 / 90 ページ




